
工  　事  　名

契　約　番　号

工　事　場　所

工　　　　　期

本工事の施工はこの仕様書によるものとする。

(注) 明示事項、条件及び内容の該当欄は工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

 

別記様式（第２条関係）

　　　橿　原　市　建　設　工　事　仕　様　書

 

橿　原　市　　　　　　　　　　　　　



橿原市建設工事仕様書 No.1
明示項目 明示事項

(1)工程関係 1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該 a  年  月  日 ～  年  月  日

工事の施工時期に影響

2 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 b ）

）

3 他機関との協議       　　 c 　 年 　 月 　 日 ）

4 地下埋設物等の工事着手前調査　 d 調査期間 　 年 　 月 　 日 ～ 　 年 　 月 　 日

5 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） e その他（ )

(2)用地関係 1 工事用地の未処理箇所　 a 未処理箇所

b 処理完了見込み時期 　 年 　 月 　 日 頃

2 指定仮設ﾔｰﾄﾞ　 c 仮設ヤードの場所及び範囲

d 仮設ヤードの使用期間 　 年 　 月 　 日 ～ 　 年 　 月 　 日
e 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝ Ｋｍ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） f その他　（ )
(3)公害対策関係 1 公害防止のための施工方法等の制限 a 制限項目（

              その他（ ）

b 施工方法 ）

c 施設機械の種類規格等（ ）
d 作業時間（ ）

2 事業損失防止に関する調査 e 調査項目 
）

f 調査方法　        ）

g 調査範囲　 ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） h その他（ ）

(4)安全対策関係 1 交通安全施設等の指定 a 交通安全施設等の内容、配置及び期間

b 交通管理要員の人数、配置及び期間

2 近接公共施設等による工法等制限 c 施工時間（ ）
d 工法制限あり

・近接公共施設名等 
　　その他（　 ）
・制限を受ける工種（　 ）
・制限内容（ ）

3 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等の指定 e 安全防護施設等の配置  

f 保安要員の人数、配置 

4 工事関係者の安全訓練、教育の実施及び報告

g 工事期間中月１回程度実施し、内容については別途協議

5 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） h その他（　 ）

施工方法（　

協議が必要な機関名（ ）協議完了見込み時期（ 　

条件及び内容
他の工事の工期   

制限する工種名（ ）施工時期及び施工時間（

　 　

　

　 　

騒音

鉄道 電気 電話 水道 ガス

振動 水質 粉塵

騒音測定 振動測定 水質調査 近隣家屋の事前事後調査 地盤沈下測定 地下水位等の測定
その他（ 別途協議

有 無
選択

有 無
選択

完了 未完了
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別途協議
選択

指定工法名（ 別途協議
選択

別添図面 その他（ 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

有 無
選択

別添図面 その他（ 別途協議
選択



橿原市建設工事仕様書
明示項目 明示事項

(5)工事用道路関係 1 一般道路を搬入路とする場合の使用制限 a 経路

使用期間  年  月  日 ～  年  月 日

b 使用中及び使用後の措置 

2 仮設道路の設置条件　 c 用地範囲及び構造

d 安全施設の内容 

安全施設の設置期間  年  月  日 ～  年  月  日

e 工事終了後の措置 

f 仮設道路の維持管理条件( ）

3 一般道路を占用する場合の条件 g 占用期間  年  月  日 ～  年  月  日

占用範囲 

4 その他（　　　　　　　　　　　　　　） h その他　（ ）
(6)仮設備関係 1 仮設備の複数年度使用及び兼・転用の条件 a 仮設備の名称及び位置（ ： ）

b 仮設備の存置期間  年  月  日 ～  年  月  日

c 仮設備の兼・転用　  （該当工事名等 ）

仮設備の維持管理条件（ ）
d 工事終了後の損料支払い及び撤去（ ）

2 仮設備の構造及び施工方法の指定 e 構造及び設計条件 ）

f 施工方法（ ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） g その他（　 ）

(7)残土及び産業廃棄物関係 1 残土処理条件　 a 建設発生土及び産業廃棄物の処理並びに再生資源利用に関する特記仕様書による処分             

b その他（ ）

2 盛土材等工事間流用 c 運搬方法

d その他（ ）

3 産業廃棄物の処理条件 e 建設発生土及び産業廃棄物の処理並びに再生資源利用に関する特記仕様書による処分   

f 産業廃棄物の種類　　
）

g その他（ ）

4 残土及び産業廃棄物に関するその他の提出書類 h ・再生資源利用促進計画書（計画・実績） ・再生資源利用計画書（計画・実績）

（請負金額100万円以上の建設工事） i その他（　 ）

5 産業廃棄物を運搬する車両の標示及び書面の備え付け j 運搬車両の表示・携帯している書類・車両ナンバーが一括して撮影されている写真の提出(２枚以上)
(携帯)の証明 なお、車両ナンバーが一括して撮影できない場合は、車両ナンバーがわかる写真を別としてよい。

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） k その他（　 ）

No.2
条件及び内容

  

  

  

  

コン殻 アス殻 木材 汚泥

その他（

別途協議

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面等 別途協議
選択

別添図面等 別途協議
選択

存置 撤去
選択

別添図面 別途協議
選択

別添図面 その他（ 別途協議
選択

受注者で運搬 受注者以外で運搬 別途協議
選択



橿原市建設工事仕様書
明示項目 明示事項

(8)工事支障物件関係 1 工事支障物件 a 支障物件の種類

）
b 支障物件の位置名称管理者　　　・位置（別添図面）　

　・名称（　 ） ・管理者名（ ）

c 移設撤去時期 　 年 　 月 　 日 頃

防護等の方法( ）

d 管理者との協議状況　 管理者との立会

2 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） e その他（　 ）

(9)排水工関係（濁水処理含） 1 濁水、湧水等の排水制限　 a 項目及び基準値（ ）

2 水質調査等の必要 b 調査項目（ ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他（ ）
(10)薬液注入関係 1 薬液注入工法等の指定　 a 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ）

削孔　　（ ）、　注入量（ ）、　その他（ ）
2 提出書類 b 工法関係（　 ） 、材料関係（ ）

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認関係（　 ）
3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他（ ）

(11)再生材使用関係 1 再生材使用の指定 a 再生材の種類
）

b 再生材が使用できない場合の措置

2 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他（　 ）

(12)発生品、支給品貸与品等 1 現場発生品 a 品名（ ）、数量（ ）､処理方法（ ） その他（ ）

2 支給品、貸与品 b 品名（ ）、数量（ ）､品質・規格・性能（ ）

引渡時期（ 　）引渡場所（　 ）
3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他（　 ）

その他（　 ）
その他（　 ）
その他（　 ）

(13)適用条件 1 本工事の施工は右欄に示す図書の 新版を原則と a 工事数量総括表(実施設計書を工事数量総括表と読み替えるものとする。)
して使用するものとする。ただし、図書の使用に b 橿原市土木工事共通仕様書（案)平成27年4月版　（橿原市のホームページ→入札・監督検査→技術情報に掲載）
当たっては、適宜読み替えて使用するものとする。 c 公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

d 公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
e その他（　　 ）
f その他（　　 ）
g その他（　　 ）
h その他（　　 ）
i その他（　　 ）
j その他（　　 ）
k その他（　　 ）
l その他（　　 ）
m その他（　　 ）
n その他（　　 ）

(14)設計図書の優先順位 1 a 質疑回答書
b (13)適用条件のその他に位置づける特記仕様書
c 別冊の図面
d 当該橿原市建設工事仕様書
e (13)適用条件に位置づける図書

No.3
条件及び内容

　

設計図書間に相違がある場合の優先順位は、右欄に示す
aからeの順番とする。ただし、これにより難い場合は、
市の監督員と協議の上で決定するものとする。

橿原市電子納品運用ガイドライン（案） 新版

その他（

電気 鉄道 電話 水道 ガス 有線

再生アスコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン 道路用盛土材

その他（

別紙 別紙

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

別途協議
選択

済 続行中
選択 要 不要

選択

新材料に変更 別途協議
選択



橿原市建設工事仕様書
明示項目 明示事項

(15)履行報告 1 履行報告　（契約締結後１４日以内） a 報告項目

2 履行報告　（下請負発生前） b 報告項目（建設工事下請届出書）

3 履行報告　（下請負発生時） c 報告項目 ・施工体制台帳 ・施工体系図の写し

4 履行報告　（下請契約4,000万円以上の建設工事。 d 報告項目 ・監理技術者資格証 ・監理技術者講習修了証の写し

　　　　　　ただし、建築一式は6,000万円以上。）

5 履行報告　（発生時） e 報告項目

6 履行報告　（月１回、但し工期2ヶ月以内は除く） f 報告項目

7 履行報告　（当該工事着手前） g 報告項目（工種別施工計画書(詳細な施工計画書)）

8 その他　 h その他（ ）
その他（ ）
その他（ ）
その他（ ）

(16)工事材料の品質検査 1 共通仕様書、特記仕様書等に指定する以外の a 区分（ ）　材料名（ ）　検査時期（ ）
品質検査 区分（ ）　材料名（ ）　検査時期（ ）

区分（ ）　材料名（ ）　検査時期（ ）
区分（ ）　材料名（ ）　検査時期（ ）
区分（ ）　材料名（ ）　検査時期（ ）

b 別紙（ ）
(17)段階確認及び立ち会い 1 共通仕様書、特記仕様書等に指定する以外の a 種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
　　施工 段階確認 種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）

種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）

2 立会施工　　　　　　　　　　　 種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）
種別（ ）　　細別（ ）　確認時期（ ）

(18)火災保険等 1 条件及び内容欄にある保険の付保と証券の写しの提出 a ・工事目的物、工事材料及び仮設物等に生ずる損害をてん補する保険
（例：土木工事保険、建設工事保険、組立保険、火災保険等）
　保険期間　　上記の物に着手する日　～　引渡し日（目安として契約書の竣工日＋3週間）　

b ・工事の施工に伴い、第三者に与える損害をてん補する保険（例：請負業者賠償責任保険等）
　保険期間　　契約日の翌日　～　引渡し日（目安として契約書の竣工日＋3週間）

c ・工事作業員の身体障害をてん補する保険（例：労災保険等）
　保険期間　　着工日　～　竣工日（契約書の着工日、竣工日）

d その他（　　 ）
＊着手する日とは、実際に現場でａ.に示す物にとりかかる日をいう。
＊ｂの請負業者賠償責任保険の作業対象物損壊担保条項等による特約は、ａの保険には該当しない。
＊ｃについて、有期・一括有期事業届の写しは不要とする。

No.4
条件及び内容

請負代金内訳書

支給品受領書工事材料品質規格事前確認書(土木)

現場発生品調書

工事日報工事記録写真帳

工程表 施工計画書

生コンクリート運搬計画書

施工管理記録（工程管理、出来形管理、品質管理、安全管理）

材料使用届(建築)

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択

有 無
選択



橿原市建設工事仕様書
明示項目 明示事項

(19)施工体制の点検等 1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 a ・施工中に実施される施工体制の点検等に協力するとともに、点検結果等に伴う是正指示に従わなければならない。
（平成12年法律第127号）第14条に伴う施工体制の点
検等の実施対象工事である。

(20)生コンクリート 1 生コンクリートの使用 a 生コンクリートについては、下記の条件全てを満たすものを使用しなければならない。
・ 奈良県産品
・ ＪＩＳマーク表示認定（認証）工場産品
・ 適工場産品（全国品質監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場での生産品であること。）

b 適正なコンクリート工事実施に関わる受注者の遵守事項を遵守すること。
標記の遵守事項は、橿原市公式ホームページに掲載しております。

(21)写真管理 1 写真管理基準 a 履行報告される全ての写真において、説明欄等に撮影年月日を記載すること。

(22)総合施工計画書 1 総合施工計画書（建築工事様式）の作成及び提出 a 総合施工計画書（建築工事様式）は、橿原市公式ホームページから様式をダウンロードし、本仕様書（１３）適用
　　（建築工事様式） 条件の公共建築改修工事標準仕様書に従い、工事の着手に先立ち、作成し、提出すること。

(23)設計変更等 1 設計変更に伴う契約変更の取扱い a 軽微な設計変更は市の監督員が行う。これに伴う契約変更の手続は工期末に行うことをもって足りるものとする。

(24)使用材料・資材等 1 使用材料、資材等の制限 a 当該工事に使用する各種材料、資材等（JIS製品は除く）は、試験結果が契約日から３年以内のものに限る。
（ただし、上記により難い場合は、市の監督員の承諾を得て使用することができる。）

b 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に定める特定建設資材廃棄物については、
県内の再資源化処理施設において処理すること。

(25)その他 1 コリンズ（CORINS）への登録 a 工事請負代金額500万円以上の全ての工事を対象とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

No.5
条件及び内容


